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広告募集中！詳しくは総合政策課（緯76-1114）まで

広報みさと４月号　№561

初
め
て
手
話
を
学
ぶ
か
た
を
対
象
に

し
た
講
座
で
す
。
日
常
の
あ
い
さ
つ
や
簡

単
な
手
話
表
現
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を

使
っ
て
伝
え
あ
う
こ
と
を
学
び
ま
す
。

日
時
＝
５
月
８
日
～
　
月
　
日
の
毎
週
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火
曜
日
（
休
み
あ
り
）
の
全
　
回
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午
後
１
時
　
分
～
３
時
　
分

30

30

会
場
＝
児
玉
公
民
館
　
多
目
的
室

定
員
＝
　
名
（
先
着
順
）

30

対
象
＝
児
玉
郡
市
在
住
・
在
勤
で
、
初

め
て
手
話
を
学
ぶ
か
た

費
用
＝
３
、
２
４
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
み
＝
４
月
９
日
俄
か
ら
電
話
ま
た

は
直
接
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

※
託
児
を
希
望
の
か
た
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
＝
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
緯
　
‐
２
７
５
５

24

　
国
税
局
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
と
し
て
働
く
国
税
専
門
官
（
国

家
公
務
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

受
験
資
格
＝

　
◎
昭
和
　
年
４
月
２
日
～
平
成
９
年

63

４
月
１
日
生
ま
れ
の
か
た

◎
平
成
９
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
か
た
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
か
た
。

①
大
学
を
卒
業
し
た
か
た
お
よ
び

平
成
　
年
３
月
ま
で
に
大
学
卒

31

業
見
込
み
の
か
た

②
人
事
院
が
①
に
揚
げ
る
か
た
と

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
か
た

申
込
期
間
＝
４
月
　
日
我
ま
で
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申
込
方
法
＝
原
則
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

申
込
み
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
i
n
j
i
-
s
h

i
k
e
n
.
g
o
.
j
p
/
j
u
k
e
n
.
h
t
m
l

）

試
験
日
＝

　
第
一
次
試
験
　
６
月
　
日
蚊
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第
二
次
試
験
　
７
月
　
日
牙
～
　
日

12

19

牙
の
い
ず
れ
か
（
第
一
次
試
験
合
格

通
知
書
で
指
定
す
る
日
）

問
合
せ
＝

　
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
緯
０
３
‐
３
５
８
１
‐
５
３
１
１

　
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

緯
０
４
８
‐
６
０
０
‐
３
１
１
１

日
時
＝
原
則
、
奇
数
月
の
第
２
月
曜
日

　
午
後
１
時
　
分
～
４
時
　
分

30

30

場
所
＝
本
庄
保
健
所
２
階
　
相
談
室

定
員
＝
一
日
に
つ
き
３
名
（
１
名
１
時

間
程
度
）

相
談
員
＝
臨
床
心
理
士

申
込
み
＝
電
話

※
完
全
予
約
制
で
事
前
面
接
を
実
施
し

ま
す
。

問
合
せ
＝
本
庄
保
健
所
　
保
健
予
防
推

進
担
当
　
緯
　
‐
６
４
８
１

22

試
験
区
分
＝
Ⅰ
類
、
Ⅱ
類
、
Ⅲ
類
、
国

際
捜
査
Ⅰ
類
、
武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ

類
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜
査
Ⅰ
類

受
付
期
限
・
方
法
＝
４
月
　
日
画
ま
で

20

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
郵
送
、
持
参
の

い
ず
れ
か
の
方
法
　

　
※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
午
後
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(４人分)材　料

ごぼうと豚ひき肉の塩きんぴら
～減塩レシピ～

※食改会員さんを募集しています。詳しくは、保健センターへお問い合

わせください。　　[問合せ]保健センター　緯76-2855

作り方

 お
知
ら
せ
 

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
入
門
課
程
）

 募
集
し
ま
す
！
 

国
税
専
門
官
採
用
試
験

 お
知
ら
せ
 

ひ
き
こ
も
り
専
門
相
談

 募
集
し
ま
す
！
 

埼

玉

県

警

察

官

募

集

ごぼう  ………250ｇ

豚ひき肉  ……100ｇ

サラダ油  …大さじ１

酒  …………大さじ２

水  …………大さじ４

塩  ……小さじ１/２

こしょう  ………少々

１人当たり
塩分エネルギー

0.7g125kcal

①ごぼうは皮をこそげて水でさっと洗い斜め薄切りにし、水

にさらす。５分ほどたったら、水けをきる。

②フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚ひき肉を炒める。

肉の色が変わったらごぼうを加えてよく炒める。酒をふり、

水、塩、こしょうを加えて汁けがなくなるまで弱めの中火

で炒める。

（協力：美里町食生活改善推進員連絡協議会）

29平成30年４月

■講習区分　普通救命講習（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）・上級救命講習

主な内容講習区分

○心肺蘇生法（ＡＥＤの使用法を含む。）
○大出血時の止血法
○気道異物除去法

普通救命講習Ⅰ
（個人・団体可）

○普通救命講習Ⅰの内容
○座学・実技の効果測定

普通救命講習Ⅱ
（団体のみ）

○小児・乳児・新生児に対する応急手当
普通救命講習Ⅲ
（団体のみ）

○普通救命講習Ⅰ～Ⅲの内容
○傷病者管理法など

上級救命講習
（団体のみ）

○病院等の問い合わせ（24時間）
　救急車を呼ばなくても病院へ行くことができる場合、診療
可能な病院を案内します。　緯24-1119

　休日の初歩的な急患診療は、本庄市保健センター内の休日急
患診療所で行っています。
　　緯23-3322　　診療科：内科系疾患
受付時間 午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）
 午後７時～10時
※平成29年７月２日掌から、新保健センター内で診療しています。
　住所　本庄市北堀1422-1（本庄市民文化会館隣）

○休日急患診療所(本庄市保健センター内)

○在宅当番医療機関  ※診療は午前中のみです
休日の急患診療は、郡市内医療機関が輪番で行っています。

電話番号医療機関名月　日

緯24-4671服 部 ク リ ニ ッ ク４月１日掌

緯21-2160春 山 眼 科 医 院４月８日掌

緯25-5300ヒ グ チ ク リ ニ ッ ク４月15日掌

緯22-2163堀 川 病 院４月22日掌

この欄に掲載を希望されないかたは届出時に窓口または総合政策課へお申し出ください。

戸籍の窓口（敬称略）
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お悔やみ申し上げますお誕生おめでとう

２月届出分 ２月16日～３月15日届出分

　毎週木曜日に、本庄市児玉郡医師会医師による内科系疾患の夜間
診療を行っています。受診するときは健康保険証をお忘れなく。
　　緯23-3322　　診療科：内科系疾患
受付時間 毎週木曜日 午後８時～10時 
※木曜日が祝日・年末年始（12月30日～１月３日）にあたる場
合の診療時間は、休日急患診療所と同じです。

○平日夜間診療

　平成29年10月から埼玉県の救急電話相談を365日、24時間で実

施しています。

　全国共通ダイヤル#7119＊を導入し、大人や子供の相談に対

応するとともに医療機関の案内をします。

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関を受

診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷っ

たときはお気軽にお電話ください。

＊国が全国へ普及を目指す救急電話相談ダイヤルです。

■相談時間＝毎日24時間
■電話番号＝＃7119
　　　　　　緯048-824-4199
　　　　　　　（ダイヤル回線、IP電話、PHSをご利用の場合）

※従来と同様に、次の番号からも電話をかけられます。

　○大人の救急電話相談　#7000

　○小児救急電話相談　#8000　または　緯048-833-7911

※利用上のお願い

　この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイスに

より、相談者の判断の参考としていただくものですの

で、あらかじめご理解のうえ利用ください。

■問合せ＝埼玉県保健医療部医療整備課　緯048-830-3559

○埼玉県救急電話相談の24時間化および全国共

通ダイヤルの導入について

（＋２人）11,242人人口

（－４人）5,656人男

（＋６人）5,586人女

（±０戸)4,244戸世帯

人口と世帯
（３月１日現在　外国籍のかたも含みます）

(　)内は前月比です

警察とみんなを結ぶ２つの「ホットライン」

　１つは、皆さんがよく知っている「１１０番」。

　もう１つが「警察相談専用電話『＃9110』」です。

　緊急ではないが警察に相談したいことがある、という場合

は『＃9110』へ。

＊24時間受付（夜間および土曜日・日曜日・祝日・年末年始

は当直対応となります。）

■プッシュ回線：#9110

■ダイヤル回線：緯048-822-9110

行政区（世帯主）名　前

根　木（昂　明） 飯  島 　 真  優 
いい じま ま ゆ

北十条（　諒　） 岩  井 　 碧 
いわ い あお

沼　上（昌　彦） 飯  野 　 光  政 
いい の みつ まさ

駒　衣（雄一郎） 上  野  絵  美  莉 
うえ の え み り

白　石（成　美） 高  橋 　 陽  士 
たか はし はる と

５
時
ま
で
、
郵
送
の
場
合
は
期
間

内
消
印
有
効

第
一
次
試
験
日
＝
５
月
　
日
蚊

13

※
詳
し
く
は
、
埼
玉
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
児
玉
警
察
署
　
警
務
係

　
緯
　
‐
０
１
１
０
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　「
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
民
泊
新
法
）」

が
６
月
　
日
画
か
ら
施
行
さ
れ
、
住
宅

15

に
有
料
で
旅
行
者
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

【
民
泊
を
行
う
際
の
ル
ー
ル
】

・
始
め
る
前
に
届
出
を
す
る
こ
と

・
年
間
営
業
日
数
は
　
日
ま
で
と
す
る
こ
と

180

・
民
泊
を
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
示
す
る
こ
と

問
合
せ
＝

　
民
泊
制
度
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
　

　
　
緯
０
５
７
０
‐
０
４
１
‐
３
８
９

　
埼
玉
県
観
光
課

　
　
緯
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
９
５
９

 住
宅
宿
泊
事
業
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
 

民
泊
を
始
め
る
に
は
届
出
を

行政区（世帯主）名　前

根　木（　‐　）根岸　政元

関（　‐　）重昆　三郎

南阿那志（シゲ子）木村　善八

下児玉（シゲ子）田島　一巳

北十条（　‐　）関口　昭子

広　木（品　吉）小林　直子

駒　衣（宮　子）丸山　香

木　部（和　昭）會田　惠志

大　仏（福満里恵）清水　政子

円良田（　齊　）相馬　ヤス


